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奈良市報告第１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和５年度奈良市一般会計補正予算（第７号）

＝1＝



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和５年１２月２２日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和５年度奈良市一般会計補正予算（第７号）

＝2＝



　　　　　　　　　 令和５年度奈良市一般会計
　　　　　　　　　 補正予算（第７号）

　令和５年度奈良市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，３８６，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６０，６６４，０７９千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第�２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表　繰越明許費」による。

＝3＝



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金 34,590,776 3,386,000 37,976,776

４．国 庫 交 付 金 8,609,869 3,386,000 11,995,869

歳　　　入　　　合　　　計 157,278,079 3,386,000 160,664,079

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

３．民 生 費 71,074,937 3,386,000 74,460,937

１．社 会 福 祉 費 33,217,077 3,386,000 36,603,077

歳　　　出　　　合　　　計 157,278,079 3,386,000 160,664,079

千円 千円 千円

第２表　繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

３. 民 生 費 3,326,620

１. 社 会 福 祉 費 住 民 税 非 課 税 世 帯
支 援 給 付 金 事 業 経 費 3,326,620

合　　　　　　　　　　計 3,326,620

千円
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奈良市報告第２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和５年度奈良市一般会計補正予算（第８号）

＝10＝



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年１月３１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和５年度奈良市一般会計補正予算（第８号）
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　　　　　　　　　 令和５年度奈良市一般会計
　　　　　　　　　 補正予算（第８号）

　令和５年度奈良市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，２０５，７００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６１，８６９，７７９千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第�２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表　繰越明許費」による。

　（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

＝12＝



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金 37,976,776 1,200,000 39,176,776

４．国 庫 交 付 金 11,995,869 1,200,000 13,195,869

19．寄 附 金 1,156,440 5,700 1,162,140

１．寄 附 金 1,156,440 5,700 1,162,140

歳　　　入　　　合　　　計 160,664,079 1,205,700 161,869,779

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

３．民 生 費 74,460,937 1,205,700 75,666,637

１．社 会 福 祉 費 36,603,077 1,200,000 37,803,077

２．児 童 福 祉 費 24,419,432 5,700 24,425,132

歳　　　出　　　合　　　計 160,664,079 1,205,700 161,869,779

千円 千円 千円

第２表　繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

３. 民 生 費 1,185,000

１. 社 会 福 祉 費 低所得者支援・定額減税補足
給 付 金 事 業 経 費 1,179,300

２. 児 童 福 祉 費 子どもの貧困対策事務経費 5,700

合　　　　　　　　　　計 1,185,000

千円

＝13＝



事　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

総 合 税 シ ス テ ム 個 人 住 民 税
定 額 減 税 対 応 改 修 経 費

令和５年度から
令和６年度まで 10,500 

低 所 得 者 支 援 ・ 定 額 減 税 補 足
給 付 金 支 給 業 務 委 託

令和５年度から
令和６年度まで 40,000 

生活応援プレミアム付商品券発行事業 令和５年度から
令和６年度まで 535,000 

千円

第３表　債務負担行為補正

　１．追加分

＝14＝



1
.
一

般
会

計
(
1
)
一

般
会

計
歳

入
歳

出
補

正
予

算
事

項
別

明
細

書
（

第
８

号
）

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

１
．

総
括

（
単

位
：

千
円

）
（

　
歳

　
入

　
）

国
庫

支
出

金

寄
附

金

歳
　

　
入

　
　

合
　

　
計

＝15＝



（
　
歳
　
出
　
）

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

民
生

費
－ －

歳
　
　
出
　
　
合
　
　
計

款
補
正
前
の
額

（
　
歳
　
出
　
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額

計

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

一
　
般
　
財
　
源

＝16＝



第
1
6
款

国
庫

支
出

金

計

物
価

高
騰

対
応

重
点

支
援

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
庫

交
付

金
総

務
費

国
庫

交
付

金
一

般
管

理
費

国

第
１

６
款

国
庫

支
出

金
第

４
項

国
庫

交
付

金

２
．

歳
入

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節

＝17＝



第
1
9
款

寄
附

金

計

附
金

ま
ち

・
ひ

と
・

し
ご

と
創

生
寄

附
金

し
ご

と
創

生
寄

総
務

費
寄

附
金

ま
ち

・
ひ

と
・

第
１

９
款

寄
附

金
第

１
項

寄
附

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

＝18＝



第
3
款

民
生

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

び
交

付
金

負
担

金
補

助
及

委
託

料

　
（

内
訳

）
役

務
費

　
　

国
庫

支
出

金

低
所

得
者

支
援

・
定

額
減

税
補

足
給

付
金

事
業

経
費

費

（
単

位
：

千
円

）

社
会

福
祉

総
務

特
定

財
源

需
用

費

３
．

歳
 
出

第
３

款
民

生
費

第
１

項
社

会
福

祉
費

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

＝19＝



第
3
款

民
生

費

特
定

財
源

一
般

財
源

計

　
　

寄
附

金
　

（
内

訳
）

委
託

料
子

ど
も

の
貧

困
対

策
事

務
経

費
費

児
童

福
祉

費

（
単

位
：

千
円

）

児
童

福
祉

総
務

特
定

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
３

款
民

生
費

第
２

項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

＝20＝



　
（
2
)　
繰
　
越
　
明
　
許
　
費

（
　
単
位
　
　
千
円
　
）

子
ど

も
の

貧
困

対
策

事
務

経
費

児
童

福
祉

費

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

社
会

福
祉

費
低

所
得

者
支

援
・

定
額

減
税

補
足

給
付

金
事

業
経

費
民

生
費

＝21＝



（
３

）
　

債
務

負
担

行
為

で
翌

年
度

以
降

に
わ

た
る

も
の

に
つ

い
て

の
前

年
度

末
ま

で
の

支
出

額
又

は
支

出
額

の
見

込
み

 及
び

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

等
に

関
す

る
調

書

（
 １

．
 追

　
加

　
分

 ）
（
単

位
　

千
円

）

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

生
活

応
援

プ
レ

ミ
ア

ム
付

商
品

券
発

行
事

業

令
和

５
年

度

令
和

６
年

度

低
所

得
者

支
援

・
定

額
減

税
補

足
給

付
金

支
給

業
務

委
託

令
和

５
年

度

令
和

６
年

度

総
合

税
シ

ス
テ

ム
個

人
住

民
税

定
額

減
税

対
応

改
修

経
費

令
和

５
年

度

令
和

６
年

度

金
額

期
間

金
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
（

見
込

）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間

＝22＝



（
３

）
　

債
務

負
担

行
為

で
翌

年
度

以
降

に
わ

た
る

も
の

に
つ

い
て

の
前

年
度

末
ま

で
の

支
出

額
又

は
支

出
額

の
見

込
み

 及
び

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

等
に

関
す

る
調

書

（
 １

．
 追

　
加

　
分

 ）
（
単

位
　

千
円

）

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

生
活

応
援

プ
レ

ミ
ア

ム
付

商
品

券
発

行
事

業

令
和

５
年

度

令
和

６
年

度

低
所

得
者

支
援

・
定

額
減

税
補

足
給

付
金

支
給

業
務

委
託

令
和

５
年

度

令
和

６
年

度

総
合

税
シ

ス
テ

ム
個

人
住

民
税

定
額

減
税

対
応

改
修

経
費

令
和

５
年

度

令
和

６
年

度

金
額

期
間

金
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
（

見
込

）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間

奈良市報告第３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年１月２４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

＝24＝



　　　　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
　　　　関する訴えの提起について

　本市は、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所

に訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅等を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項（奈良市

コミュニティ住宅条例第６条で準用する場合を含む）の規定により徴収する金銭を支

払え。

　⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。
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別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

1 家賃滞納

2 家賃滞納

3 長期不使用

4 長期不使用
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奈良市報告第４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

＝27＝



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和５年１２月２６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月２５日午後５時頃、奈良市立平城西小学校において発生した、敷地内通

路上の溝蓋の跳ね上がりにより、相手方の普通自動車の底面が損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９４，８６８円

＝28＝



奈良市報告第５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月２０日午前９時５５分頃、奈良市大安寺七丁目地内において発生した、

本市職員が固定資産税課税に係る家屋調査業務に使用した金属製の巻尺により、相手方の

車庫のシャッターを損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　　９３，２８０円
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奈良市報告第６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月２５日午後５時頃、奈良市月ヶ瀬石打地内において発生した、市道の穴

ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ及びホイールが損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２４８，４９０円
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奈良市報告第７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月２９日午後５時３０分頃、奈良市月ヶ瀬石打地内において発生した、市

道の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ及びホイールが損傷した事

故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　５８０，１５０円
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奈良市報告第８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１２月１０日午前６時５０分頃、奈良市都祁白石町地内において発生した、市

道上の溝蓋の跳ね上がりにより、走行していた相手方の軽自動車の底面が損傷した事故に

ついて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　７，９５８円
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奈良市報告第９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月１５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年８月１６日、奈良市あやめ池南五丁目地内において発生した、本市管理の水路

敷の竹が隣接するマンションの駐車場に覆いかぶさったことにより、相手方の普通自動車

の車体が汚損した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとす

る。

１　損害賠償の額　　１７６，０００円
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奈良市報告第１０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月１５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１０月２３日午前８時５０分頃、奈良市法蓮町地内において発生した、本市の

公用車が集合住宅の駐車場内の照明に接触した事故について、和解により次のとおり損害

賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２９，４８０円
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奈良市報告第１１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月１５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１０月２３日午後０時３０分頃、奈良市東包永町地内において発生した、本市

の公用車が民家の屋根に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決

定するものとする。

１　損害賠償の額　　６０，５００円
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奈良市報告第１２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月２３日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月２５日午後５時３０分頃、奈良市月ヶ瀬石打地内において発生した、市

道の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤが損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４１，４１５円
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奈良市報告第１３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１月３１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１１月２２日開札の指名競争入札において、最低制限基準価格の算出に誤りが

あったため、後日に落札者決定を取り消したことにより、相手方に損害を与えたことにつ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１８，０００円
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奈良市報告第１４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年２月１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年５月７日午後１時３０分頃、奈良阪街区公園において、本市管理の雨水排水管

の損傷により雨水が排水されず、隣接する相手方所有のポンプ施設が水没し、損傷した事

故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　９７９，０００円
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奈良市報告第１５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年２月１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１２月４日午前１０時頃、奈良市山陵町地内において、草刈り作業中の飛び石

により、走行中の相手方の普通自動車を損傷させた事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１０４，９１２円
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奈良市報告第１６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　損害賠償の額の決定について

＝51＝



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年２月８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　損害賠償の額の決定について

　令和４年９月１５日付けで退職した会計年度任用職員の報酬が、算出誤りにより一部未

払いとなっていたことについて、次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４１７円
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奈良市議案第１号

　　　　　　　　 市長専決処分の報告及び承認を
　　　　　　　　 求めることについて

　地方自治法第１７９条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　工事請負契約の締結について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和５年１２月２７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　工事請負契約の締結について

　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造工事について、次のとおり工事請負

契約を締結するものとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　

１　契 約 の 目 的　　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造工事

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札

３　契 約 金 額　　２８８，８７２，１００円

４　契約の相手方　　奈良市三条大路二丁目１番６６号

　　　　　　　　　　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造工事

　　　　　　　　　　平井建設・森本工業特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　平井建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　平井　克

　　　　　　　　　　　　　　　森本工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　森本　勝斗
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ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造工事の概要

１．工事場所　　奈良市大安寺七丁目地内

２．工事規模　　雨水調整池築造工　　　一式

３．工　　期　　契約の日から令和８年３月３１日まで
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奈良市議案第２号

令和５年度奈良市一般会計
補正予算（第９号）　　　

　令和５年度奈良市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，５９３，９４９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６３，４６３，７２８千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第�２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表　繰越明許費」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

12．地 方 交 付 税 19,583,633 467,070 20,050,703

１．地 方 交 付 税 19,583,633 467,070 20,050,703

14．分担金及び負担金 570,737 1,600 572,337

１．分 担 金 4,775 1,600 6,375

16．国 庫 支 出 金 39,176,776 475,926 39,652,702

１．国 庫 負 担 金 22,078,512 450,000 22,528,512

２．国 庫 補 助 金 3,755,022 10,926 3,765,948

４．国 庫 交 付 金 13,195,869 15,000 13,210,869

17．県 支 出 金 10,580,168 340,753 10,920,921

１．県 負 担 金 6,482,861 225,000 6,707,861

２．県 補 助 金 1,969,626 115,753 2,085,379

19．寄 附 金 1,162,140 10,000 1,172,140

１．寄 附 金 1,162,140 10,000 1,172,140

23．市 債 15,493,300 298,600 15,791,900

１．市 債 15,493,300 298,600 15,791,900

歳　　　入　　　合　　　計 161,869,779 1,593,949 163,463,728

千円 千円 千円
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　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２．総 務 費 18,106,248 86,177 18,192,425

１．総 務 管 理 費 12,049,390 10,400 12,059,790

２．企 画 費 2,769,973 11,000 2,780,973

４．戸 籍 住 民 
基 本 台 帳 費 1,183,884 64,777 1,248,661

３．民 生 費 75,666,637 909,100 76,575,737

１．社 会 福 祉 費 37,803,077 907,700 38,710,777

２．児 童 福 祉 費 24,425,132 1,400 24,426,532

６．農林水産業費 800,751 123,838 924,589

１．農 林 費 800,751 123,838 924,589

９．土 木 費 11,597,641 40,000 11,637,641

４．都 市 計 画 費 5,446,855 40,000 5,486,855

11．教 育 費 15,703,935 11,500 15,715,435

６．社 会 教 育 費 1,695,617 11,500 1,707,117

14．諸 支 出 金 292,495 423,334 715,829

３．減 債 基 金 3,647 423,334 426,981

歳　　　出　　　合　　　計 161,869,779 1,593,949 163,463,728

千円 千円 千円
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第２表　繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

２. 総 務 費 1,536,398

１. 総 務 管 理 費 自 治 会 等 活 動 推 進 経 費 3,000

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 388,030

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 528,600

２. 企 画 費 交 通 環 境 整 備 経 費 120,745

エ ネ ル ギ ー 政 策 経 費 167,630

防 災 対 策 経 費 10,229

文 化 振 興 施 設 整 備 事 業 286,336

３. 徴 税 費 賦 課 事 務 経 費 6,000

４. 戸 籍 住 民 
基 本 台 帳 費 戸籍住民基本台帳事務経費 25,828

３. 民 生 費 367,992

１. 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 事 務 経 費 1,650

認 知 症 施 策 推 進 事 業 経 費 2,000

２. 児 童 福 祉 費 子 ど も 医 療 費 助 成 経 費 2,750

学 童 保 育 経 費 3,240

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 189,000

認定こども園施設整備事業 169,352

４. 衛 生 費 246,827

１. 保 健 衛 生 費 予 防 接 種 経 費 16,137

保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 80,100

３. 清 掃 費 工 場 維 持 補 修 経 費 117,700

清 掃 施 設 整 備 事 業 32,890

千円
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款 項 事 業 名 金 額

５. 労 働 費 16,000

１. 労 働 諸 費 労 働 福 祉 施 設 整 備 事 業 16,000

６. 農 林 水 産 業 費 184,346

１. 農 林 費 特 産 団 地 育 成 経 費 98,753

土 地 基 盤 整 備 事 業 73,988

元 気 な 森 林 づ く り 経 費 9,460

林 業 施 設 整 備 事 業 2,145

７. 商 工 費 20,000

１. 商 工 費 移住・就業・起業支援経費 20,000

８. 観 光 費 16,082

１. 観 光 費 針 テ ラ ス 運 営 管 理 経 費 14,982

観 光 施 設 整 備 事 業 1,100

９. 土 木 費 3,386,010

２. 道 路 橋 梁 費 道 路 橋 梁 維 持 補 修 経 費 54,638

道 路 橋 梁 新 設 改 良 事 業 1,315,256

３. 河 川 費 河 川 堤 防 改 修 事 業 35,216

４. 都 市 計 画 費 都 市 計 画 事 務 経 費 120,757

バリアフリー基本構想策定経費 10,600

景 観 ま ち づ く り 事 務 経 費 4,000

歴 史 的 風 致 形 成 建 造 物 
保 存 整 備 事 業 経 費 10,000

街 路 事 業 903,412

ＪＲ奈良駅付近連続立体交差事業 428,383

公 園 管 理 経 費 6,293

千円
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款 項 事 業 名 金 額

公 園 維 持 補 修 経 費 38,312

公 園 事 業 387,000

６. 住 宅 費 住 宅 管 理 経 費 25,495

公 営 住 宅 整 備 事 業 46,648

10. 消 防 費 79,078

１. 消 防 費 消 防 施 設 整 備 事 業 79,078

11. 教 育 費 2,318,234

１. 教 育 総 務 費 不登校児童生徒サポート事業経費 3,000

中 高 一 貫 校 施 設 整 備 事 業 1,362,097

２. 小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 727,739

３. 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 42,600

６. 社 会 教 育 費 指 定 文 化 財 補 助 経 費 33,120

輝くＮＡＲＡ歴史資産活用経費 40,270

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 109,408

合　　　　　　　　　　　計 8,170,967

千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

減 　 収 　 補 　 塡 277,700 
普 通 貸 借
又 は
債 券 発 行

５．０％以内
（利率見直し方
式により当該利
率の見直しを行
った後において
は、見直し後の
利率とする。）

政府資金についてはその
融資条件により、銀行その
他の場合には、その債権者
との協定による。ただし、市
財政の都合により据置期間
を短縮し、もしくは繰上償還
又は低利に借換えすること
ができる。　　　　　　

計 277,700 

千円

第３表　地方債補正

　１．追加分

　２．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

土 地 基 盤 整 備 事 業 26,500 32,400

都 市 計 画 事 業 2,126,400 2,141,400

計 15,493,300 15,514,200

千円 千円
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奈良市議案第３号

令和５年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第４号）　

　令和５年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３７，５１８千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，３８５，９５９千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．国民健康保険料 6,757,065 △ 120,000 6,637,065

１．国民健康保険料 6,757,065 △ 120,000 6,637,065

３．県 支 出 金 27,739,164 37,518 27,776,682

１．県 補 助 金 27,739,164 37,518 27,776,682

５．繰 入 金 2,748,665 120,000 2,868,665

２．基 金 繰 入 金 145,000 120,000 265,000

歳　　　入　　　合　　　計 37,348,441 37,518 37,385,959

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

３．事業費納付金 10,598,000 37,518 10,635,518

２．後期高齢者支援金 
事業費納付金 2,767,000 37,518 2,804,518

歳　　　出　　　合　　　計 37,348,441 37,518 37,385,959

千円 千円 千円
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奈良市議案第４号

令和５年度奈良市土地区画整理事業
特別会計補正予算（第２号）　　　　

　令和５年度奈良市の土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

　（繰越明許費）

第�１条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第１表　繰越明許費」による。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

２.
Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 
地 区 土 地 区 画 
整 理 事 業 費

329,711

１.
Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 
地 区 土 地 区 画 
整 理 事 業 費

Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 地 区 
土 地 区 画 整 理 事 業 329,711

合　　　　　　　　　　計 329,711

千円
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奈良市議案第５号

令和５年度奈良市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）　　

　令和５年度奈良市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２０，０００千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，１１０，０００千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和６年２月２９日提出　

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 6,410,542 120,000 6,530,542

１．後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 6,410,542 120,000 6,530,542

歳　　　入　　　合　　　計 7,990,000 120,000 8,110,000

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２．後期高齢者医療
広域連合納付金 7,698,365 120,000 7,818,365

１．後期高齢者医療
広域連合納付金 7,698,365 120,000 7,818,365

歳　　　出　　　合　　　計 7,990,000 120,000 8,110,000

千円 千円 千円
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源

＝72＝



第
1
2
款

地
方

交
付

税

計

普
通

交
付

税
地

方
交

付
税

地
方

交
付

税

第
１

２
款

地
方

交
付

税
第

１
項

地
方

交
付

税

２
．

歳
入

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

節

＝73＝



第
1
4
款

分
担

金
及

び
負

担
金

計

県
営

農
業

用
河

川
工

作
物

応
急

対
策

事
業

費
分

担
金

事
業

費
分

担
金

農
林

水
産

業
費

分
担

金
土

地
基

盤
整

備

第
１

４
款

分
担

金
及

び
負

担
金

第
１

項
分

担
金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝74＝



第
1
6
款

国
庫

支
出

金

計

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

負
担

金
負

担
金

民
生

費
国

庫
負

担
金

障
害

者
福

祉
費

第
１

６
款

国
庫

支
出

金
第

１
項

国
庫

負
担

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝75＝



第
1
6
款

国
庫

支
出

金

計

介
護

保
険

事
業

費
補

助
金

助
金

民
生

費
国

庫
補

助
金

老
人

福
祉

費
補

社
会

保
障

・
税

番
号

制
度

補
助

金
台

帳
費

補
助

金
総

務
費

国
庫

補
助

金
戸

籍
住

民
基

本

第
１

６
款

国
庫

支
出

金
第

２
項

国
庫

補
助

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝76＝



第
1
6
款

国
庫

支
出

金

計

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
付

金
土

木
費

国
庫

交
付

金
公

園
事

業
費

交

第
１

６
款

国
庫

支
出

金
第

４
項

国
庫

交
付

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝77＝



第
1
7
款

県
支

出
金

計

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

負
担

金
負

担
金

民
生

費
県

負
担

金
障

害
者

福
祉

費

第
１

７
款

県
支

出
金

第
１

項
県

負
担

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝78＝



第
1
7
款

県
支

出
金

計

た
め

池
防

災
対

策
調

査
計

画
事

業
費

補
助

金
事

業
費

補
助

金
土

地
基

盤
整

備

産
地

生
産

基
盤

パ
ワ

ー
ア

ッ
プ

事
業

補
助

金
金

助
金

農
林

水
産

業
費

県
補

助
農

業
振

興
費

補

第
１

７
款

県
支

出
金

第
２

項
県

補
助

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝79＝



第
1
9
款

寄
附

金

計

土
木

施
設

費
寄

附
金

附
金

土
木

費
寄

附
金

土
木

施
設

費
寄

第
１

９
款

寄
附

金
第

１
項

寄
附

金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝80＝



第
2
3
款

市
債計

減
収

補
塡

債
減

収
補

填
債

－
減

収
補

塡
債

公
園

事
業

債
債

土
木

債
都

市
計

画
事

業

土
地

基
盤

整
備

事
業

債
事

業
債

農
林

水
産

業
債

土
地

基
盤

整
備

第
２

３
款

市
債

第
１

項
市

債

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

＝81＝



第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

西
部

生
涯

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

等
管

理
経

費

都
祁

ス
ポ

ー
ツ

施
設

管
理

経
費

鴻
ノ

池
陸

上
競

技
場

等
管

理
経

費
管

理
費

（
単

位
：

千
円

）

ス
ポ

ー
ツ

施
設

一
般

財
源

委
託

料

３
．

歳
 
出

第
２

款
総

務
費

第
１

項
総

務
管

理
費

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

＝82＝



第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

な
ら

ま
ち

セ
ン

タ
ー

管
理

経
費

都
祁

交
流

セ
ン

タ
ー

運
営

管
理

経
費

な
ら

１
０

０
年

会
館

運
営

管
理

経
費

委
託

料
写

真
美

術
館

管
理

経
費

音
声

館
運

営
管

理
経

費

企
画

費

（
単

位
：

千
円

）

文
化

振
興

費
一

般
財

源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
２

款
総

務
費

第
２

項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

＝83＝



第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

一
般

財
源

　
　

国
庫

支
出

金
び

割
引

料
　

（
内

訳
）

償
還

金
利

子
及

委
託

料
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
事

務
経

費
台

帳
費

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費

（
単

位
：

千
円

）

戸
籍

住
民

基
本

特
定

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
２

款
総

務
費

第
４

項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

＝84＝



第
3
款

民
生

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

委
託

料

役
務

費

需
用

費

　
　

国
庫

支
出

金
旅

費

報
酬

認
知

症
施

策
推

進
事

業
経

費

　
（

内
訳

）
報

償
費

老
人

福
祉

費
特

定
財

源

一
般

財
源

　
　

県
支

出
金

　
（

内
訳

）
扶

助
費

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

運
営

管
理

経
費

　
　

国
庫

支
出

金

委
託

料
介

護
給

付
費

等
支

給
経

費
訓

練
等

給
付

費
支

給
経

費
障

害
者

福
祉

費
特

定
財

源

月
ヶ

瀬
福

祉
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
経

費

委
託

料
費

社
会

福
祉

費

（
単

位
：

千
円

）

社
会

福
祉

総
務

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
３

款
民

生
費

第
１

項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

都
祁

福
祉

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

経
費

＝85＝



第
3
款

民
生

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

委
託

料
児

童
館

運
営

管
理

経
費

児
童

福
祉

費

（
単

位
：

千
円

）

児
童

館
費

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
３

款
民

生
費

第
２

項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

＝86＝



第
6
款

農
林

水
産

業
費

特
定

財
源

一
般

財
源

計

一
般

財
源

　
　

分
担

金
及

び
負

担
金

　
　

市
債

　
　

県
支

出
金

び
交

付
金

た
め

池
防

災
対

策
調

査
計

画
事

業

県
営

農
業

用
河

川
工

作
物

応
急

対
策

事
業

　
（

内
訳

）
負

担
金

補
助

及

委
託

料
県

営
ほ

場
整

備
事

業
事

業
費

土
地

基
盤

整
備

特
定

財
源

　
（

内
訳

）
　

　
県

支
出

金

負
担

金
補

助
及

特
産

団
地

育
成

経
費

び
交

付
金

農
林

費

（
単

位
：

千
円

）

農
業

振
興

費
特

定
財

源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
６

款
農

林
水

産
業

費
第

１
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

＝87＝



第
9
款

土
木

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

　
　

寄
附

金
　

　
市

債

　
　

国
庫

支
出

金
　

（
内

訳
）

公
園

整
備

単
独

事
業

公
園

施
設

長
寿

命
化

対
策

整
備

補
助

事
業

（
単

位
：

千
円

）

公
園

事
業

費
特

定
財

源
工

事
請

負
費

第
９

款
土

木
費

第
４

項
都

市
計

画
費

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

＝88＝



第
1
1
款

教
育

費

特
定

財
源

一
般

財
源

計

負
担

金
補

助
及

指
定

文
化

財
補

助
経

費
び

交
付

金
文

化
財

費
一

般
財

源

委
託

料
公

民
館

運
営

管
理

経
費

社
会

教
育

費

（
単

位
：

千
円

）

公
民

館
費

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

６
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

＝89＝



第
1
4
款

諸
支

出
金

一
般

財
源

計
特

定
財

源

減
債

基
金

経
費

（
単

位
：

千
円

）

減
債

基
金

一
般

財
源

積
立

金

第
１

４
款

諸
支

出
金

第
３

項
減

債
基

金

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

＝90＝



１
.会

計
年

度
任

用
職

員

（
1
）
総

 括
（
単

位
　

千
円

）

比
　

較

内
訳

補
正

前

職
員

手
当

の
補

正
後

特
殊

勤
務

手
当

期
末

手
当

比
　

較
〔
1
〕

退
職

手
当

計

４
．

　
給

　
与

　
費

　
明

　
細

　
書

区
　

分
職

員
数

（
人

）

給
　

　
　

　
　

　
　

　
与

　
　

　
　

　
　

　
　

費

共
 済

 費
合

　
　

計
備

　
　

考
報

　
酬

給
　

　
料

職
 員

 手
 当

補
正

後
2
5
8
〔
2
,2

8
3
〕

補
正

前
2
5
8
〔
2
,2

8
2
〕

　
〔
　

〕
内

は
、

会
計

年
度

任
用

の
職

を
占

め
る

職
員

で
あ

つ
て

、
そ

の
一

週
間

当
た

り
の

通
常

の
勤

務
時

間
が

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
を

占
め

る
職

員
の

一
週

間
当

た
り

の
通

常
の

勤
務

時
間

に
比

し
短

い
職

員
の

外
数

区
　

分
通

勤
手

当
超

過
勤

務
手

当

＝91＝



　
（
2
)　
繰

　
越

　
明

　
許

　
費

（
　
単
位
　
　
千
円
　
）

保
健

衛
生

施
設

整
備

事
業

衛
生

費
保

健
衛

生
費

予
防

接
種

経
費

子
ど

も
医

療
費

助
成

経
費

児
童

福
祉

施
設

整
備

事
業

児
童

福
祉

費

社
会

福
祉

事
務

経
費

民
生

費
社

会
福

祉
費

ス
ポ

ー
ツ

施
設

整
備

事
業

企
画

費
交

通
環

境
整

備
経

費

自
治

会
等

活
動

推
進

経
費

庁
舎

等
施

設
整

備
事

業

総
務

費
総

務
管

理
費

防
災

対
策

経
費

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

エ
ネ

ル
ギ

ー
政

策
経

費

徴
税

費
賦

課
事

務
経

費

文
化

振
興

施
設

整
備

事
業

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
事

務
経

費

認
知

症
施

策
推

進
事

業
経

費

認
定

こ
ど

も
園

施
設

整
備

事
業

学
童

保
育

経
費

（
2
）
報

酬
、

給
料

及
び

職
員

手
当

の
増

減
額

の
明

細
（
単

位
　

千
円

）

報
酬

給
与

改
定

に
伴

う
増

減
分

そ
の

他
の

増
減

分

区
  

  
分

増
  

減
  

額
増

  
減

  
事

  
由

  
別

  
内

  
訳

説
　

  
　

明
備

　
  

　
考
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（
2
)　
繰

　
越

　
明

　
許

　
費

（
　
単
位
　
　
千
円
　
）

保
健

衛
生

施
設

整
備

事
業

衛
生

費
保

健
衛

生
費

予
防

接
種

経
費

子
ど

も
医

療
費

助
成

経
費

児
童

福
祉

施
設

整
備

事
業

児
童

福
祉

費

社
会

福
祉

事
務

経
費

民
生

費
社

会
福

祉
費

ス
ポ

ー
ツ

施
設

整
備

事
業

企
画

費
交

通
環

境
整

備
経

費

自
治

会
等

活
動

推
進

経
費

庁
舎

等
施

設
整

備
事

業

総
務

費
総

務
管

理
費

防
災

対
策

経
費

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

エ
ネ

ル
ギ

ー
政

策
経

費

徴
税

費
賦

課
事

務
経

費

文
化

振
興

施
設

整
備

事
業

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
事

務
経

費

認
知

症
施

策
推

進
事

業
経

費

認
定

こ
ど

も
園

施
設

整
備

事
業

学
童

保
育

経
費
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都
市

計
画

費

道
路

橋
梁

新
設

改
良

事
業

河
川

費
河

川
堤

防
改

修
事

業

土
木

費
道

路
橋

梁
維

持
補

修
経

費
道

路
橋

梁
費

観
光

費
観

光
費

商
工

費
移

住
・

就
業

・
起

業
支

援
経

費

針
テ

ラ
ス

運
営

管
理

経
費

林
業

施
設

整
備

事
業

商
工

費

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

元
気

な
森

林
づ

く
り

経
費

土
地

基
盤

整
備

事
業

清
掃

費
工

場
維

持
補

修
経

費

農
林

水
産

業
費

農
林

費

労
働

福
祉

施
設

整
備

事
業

景
観

ま
ち

づ
く

り
事

務
経

費

バ
リ

ア
フ

リ
ー

基
本

構
想

策
定

経
費

都
市

計
画

事
務

経
費

特
産

団
地

育
成

経
費

労
働

費
労

働
諸

費

清
掃

施
設

整
備

事
業

観
光

施
設

整
備

事
業

歴
史

的
風

致
形

成
建

造
物

保
存

整
備

事
業

経
費

街
路

事
業

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
付

近
連

続
立

体
交

差
事

業
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社
会

教
育

施
設

整
備

事
業

小
学

校
費

指
定

文
化

財
補

助
経

費
社

会
教

育
費

中
学

校
費

小
学

校
施

設
整

備
事

業

輝
く

Ｎ
Ａ

Ｒ
Ａ

歴
史

資
産

活
用

経
費

中
高

一
貫

校
施

設
整

備
事

業

中
学

校
施

設
整

備
事

業

消
防

施
設

整
備

事
業

教
育

費
教

育
総

務
費

不
登

校
児

童
生

徒
サ

ポ
ー

ト
事

業
経

費

消
防

費
消

防
費

公
営

住
宅

整
備

事
業

住
宅

費
住

宅
管

理
経

費

公
園

事
業

公
園

維
持

補
修

経
費

公
園

管
理

経
費

都
市

計
画

費

道
路

橋
梁

新
設

改
良

事
業

河
川

費
河

川
堤

防
改

修
事

業

土
木

費
道

路
橋

梁
維

持
補

修
経

費
道

路
橋

梁
費

観
光

費
観

光
費

商
工

費
移

住
・

就
業

・
起

業
支

援
経

費

針
テ

ラ
ス

運
営

管
理

経
費

林
業

施
設

整
備

事
業

商
工

費

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

元
気

な
森

林
づ

く
り

経
費

土
地

基
盤

整
備

事
業

清
掃

費
工

場
維

持
補

修
経

費

農
林

水
産

業
費

農
林

費

労
働

福
祉

施
設

整
備

事
業

景
観

ま
ち

づ
く

り
事

務
経

費

バ
リ

ア
フ

リ
ー

基
本

構
想

策
定

経
費

都
市

計
画

事
務

経
費

特
産

団
地

育
成

経
費

労
働

費
労

働
諸

費

清
掃

施
設

整
備

事
業

観
光

施
設

整
備

事
業

歴
史

的
風

致
形

成
建

造
物

保
存

整
備

事
業

経
費

街
路

事
業

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
付

近
連

続
立

体
交

差
事

業
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（
３
）
 地

方
債
の
前
前
年
度
末
に
お

け
る
現

在
高

並
び

に
前

年
度

末
及

び
当

該
年

度
末

に
お

け
る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る
調

書

（
　
単

位
　
千

円
　
）

補
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
前

補
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
後

区
分

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

 当
該

年
度
末

現
在

高
見

込
額

 当
該

年
度
末

現
在

高
見

込
額

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

１
．

普
通

債

（
１
）

土
木

（
４
）

そ
の

他

３
．

そ
の

他

（
４
）

減
収

補
塡

合
計
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△
1
2
0
,
0
0
0

2
.
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
(
1
)
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
歳

入
歳

出
補

正
予

算
事

項
別

明
細

書
（

第
４

号
）

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

１
．

総
括

（
単

位
：

千
円

）
（

　
歳

　
入
　
）

国
民

健
康

保
険

料

県
支

出
金

繰
入

金

歳
　

　
入

　
　

合
　

　
計

（
３
）
 地

方
債
の
前
前
年
度
末
に
お

け
る
現

在
高

並
び

に
前

年
度

末
及

び
当

該
年

度
末

に
お

け
る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る
調

書

（
　
単

位
　
千

円
　
）

補
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
前

補
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
　
後

区
分

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

 当
該

年
度
末

現
在

高
見

込
額

 当
該

年
度
末

現
在

高
見

込
額

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

１
．

普
通

債

（
１
）

土
木

（
４
）

そ
の

他

３
．

そ
の

他

（
４
）

減
収

補
塡

合
計

＝97＝



（
　
歳
　
出
　
）

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

事
業

費
納

付
金

－ －

国
民

健
康

保
険

料
△

1
2
0
,
0
0
0

繰
入

金

歳
　
　
出
　
　
合
　
　
計

一
　
般
　
財
　
源

款
補
正
前
の
額

（
　
歳
　
出
　
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額

計

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

一
般

財
源

内
訳
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計
△

1
2
0
,
0
0
0

賦
課

分

△
2
6
,
0
0
0

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

現
年

賦
課

分
援

金
等

分
現

年
後

期
高

齢
者

支

△
3
3
,
0
0
0

介
護

納
付

金
分

現
年

賦
課

分
現

年
賦

課
分

介
護

納
付

金
分

△
6
1
,
0
0
0

医
療

給
付

費
分

現
年

賦
課

分
康

保
険

料
現

年
賦

課
分

一
般

被
保

険
者

国
民

健
△

1
2
0
,
0
0
0

医
療

給
付

費
分

第
１

款
国

民
健

康
保

険
料

第
１

項
国

民
健

康
保

険
料

２
．

歳
入

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計

県
繰

入
金

分
特

別
交

付
金

特
別

交
付

金
保

険
給

付
費

等
交

付
金

保
険

給
付

費
等

第
３

款
県

支
出

金
第

１
項

県
補

助
金

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　
　
額

＝100＝



国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計

繰
入

金

国
民

健
康

保
険

財
政

調
整

基
金

繰
入

金
財

政
調

整
基

金
基

金
繰

入
金

国
民

健
康

保
険

第
５

款
繰

入
金

第
２

項
基

金
繰

入
金

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　
　
額
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（
1
）
　
繰

　
越
　
明
　
許
　
費

（
　
単
位
　
　
千
円
　
）

3
.土

地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業

　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

費

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

費
Ｊ
Ｒ
奈

良
駅

南
地

区
土

地
区

画
整

理
事

業

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

一
般

財
源

計
特

定
財

源

付
金

　
　

県
支

出
金

金
経

費
援

金
事

業
費

納
　

（
内

訳
）

一
般

被
保

険
者

後
期

高
齢

者
支

援
金

事
業

費
納

付
後

期
高

齢
者

支
び

交
付

金

（
単

位
：

千
円

）

一
般

被
保

険
者

特
定

財
源

負
担

金
補

助
及

３
．

歳
 
出

第
３

款
事

業
費

納
付

金
第

２
項

後
期

高
齢

者
支

援
金

事
業

費
納

付
金

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳
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（
1
）
　
繰

　
越
　
明
　
許
　
費

（
　
単
位
　
　
千
円
　
）

3
.土

地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計

款
項

事
　
　
　
　
　
　
業

　
　
　
　
　
　
名

計
上
予
算
額

繰
越
予
算
額

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

費

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

費
Ｊ
Ｒ
奈

良
駅

南
地

区
土

地
区

画
整

理
事

業
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後
期

高
齢

者
医

療
保

険
料

歳
　

　
入

　
　

合
　

　
計

款

１
．

総
括

（
単
位
：
千
円
）

（
　
歳
　
入
　
）

4
.
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

(
1
)
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

（
第

２
号

）

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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（
　
歳
　
出

　
）

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
納

付
金

－ －
歳

　
　

出
　

　
合

　
　

計

款
補

正
前

の
額

（
　
歳
　
出
　
）

（
単

位
：

千
円

）

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

特
　

　
定

　
　

財
　

　
源

一
　

般
　

財
　

源

＝105＝



後
期

高
齢

者
医

療
特

別
会

計

計

現
年

度
分

普
通

徴
収

保
険

料
徴

収
保

険
料

普
通

徴
収

保
険

料
現

年
度

分
普

通

現
年

度
分

特
別

徴
収

保
険

料
徴

収
保

険
料

特
別

徴
収

保
険

料
現

年
度

分
特

別
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奈良市議案第６号

奈良市立応急診療所条例の一部改正について

　奈良市立応急診療所条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　�奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例

　奈良市立応急診療所条例（昭和５０年奈良市条例第１号）の一部を次のように改正する

。

　第４条第１項の表奈良市立休日歯科応急診療所の項中「午前９時」を「午前１０時」に

、「午後５時」を「午後４時」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　休日歯科応急診療所の診療時間について、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第７号

　　　 奈良市八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業に係る
　　　 固定資産税等の特例に関する条例の制定について

　奈良市八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業に係る固定資産税等の特例に関する条例

を次のように制定しようとする。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　�奈良市八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業に係る固定資産税等の特例に関する

条例

　（趣旨）

第�１条　この条例は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。

）に基づく八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業（以下「事業」という。）の施行に

伴い、事業の施行区域内の土地の利用に制約が課されることから、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第６条第１項の規定に基づき、固定資産税及び都市計画税（以下「

固定資産税等」という。）の課税について奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２

号）の特例を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

　⑴　施行区域内　法第２条第８項に規定する施行区域の区域内をいう。

　⑵　土地区画整理組合　法第３条第２項に規定する土地区画整理組合をいう。

　⑶�　都市計画　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１項に規定する都市

計画をいう。

　⑷　市街化区域　都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域をいう。

　⑸　市街化調整区域　都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域をいう。

　（土地の使用収益停止に伴う固定資産税等の課税免除）
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第�３条　事業の施行区域内に存する農地（土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業

の施行区域（当該土地区画整理事業に関連する都市計画の決定により、新たに市街化調

整区域から市街化区域に区域区分の変更が行われた区域（生産緑地法（昭和４９年法律

第６８号）第２条第３号に規定する生産緑地を除く。）に限る。）に存するものに限る

。）であって、事業の施行により現に使用収益をすることができない状態にあるものに

ついては、奈良市税条例附則第１７条の規定に基づいて減額された後の当該農地に係る

固定資産税等を免除するものとする。

２�　前項に規定するものを除き、事業の施行区域内に存する土地であって、事業の施行に

より現に使用収益をすることができない状態にあるものについては、当該土地の使用収

益を停止された日の属する年の翌年（使用収益を停止された日が１月１日であるときは

その年。以下同じ。）の賦課期日に係る年度から当該土地の使用収益の開始の日の属す

る年（使用収益の開始の日が１月１日であるときはその前年）の賦課期日に係る年度の

末日まで、当該土地のうち使用収益をできない面積が占める割合に応じて、当該土地（

当該土地上に存する家屋が使用収益をできなくなる場合は、家屋を含む。ただし、土地

と家屋それぞれの使用収益をできない割合が異なる場合、家屋については、当該家屋の

使用収益をできない面積の割合によることとする。）に係る固定資産税等を免除するも

のとする。

３�　前２項の規定にかかわらず、法第９０条及び第９５条第６項の規定により換地を定め

ないで金銭で清算することが予定され、又は決定された土地で、かつ、登記簿に登記さ

れているもののうち、法第１００条第１項及び第２項の規定により使用収益をすること

ができないもの（現に使用収益をしているものを除く。）については、当該土地の使用

収益を停止された日の属する年の翌年の賦課期日に係る年度から法第１０３条第４項の

規定により換地処分があった旨の公告がされた日の属する年（公告の日が１月１日であ

るときはその前年）の賦課期日に係る年度の末日まで、当該土地のうち使用収益をでき

ない面積が占める割合に応じて、当該土地に係る固定資産税等を免除するものとする。

　（課税免除の申請）

第�４条　前条の規定により固定資産税等の免除を受けようとする者は、免除を受けようと

する各年度の初日の属する年の１月３１日までに、規則で定めるところにより、市長に

申請しなければならない。ただし、同条の規定により前年度において免除を受けた者で

、当該年度において引き続きその免除の事由に変更がないと市長が確認できる場合は、
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この限りでない。

２�　前条の規定により固定資産税等の免除を受けた者（以下「免除対象者」という。）は

、当該免除に係る土地又は家屋について使用収益を開始したときは、土地区画整理事業

の施行者から交付を受けた使用収益開始日の通知の写しを市長に速やかに提出しなけれ

ばならない。ただし、免除対象者から当該使用収益開始日の通知の写しの提出がなかっ

た場合においても、土地区画整理事業の施行者から市長に当該使用収益開始日の通知の

写しの提出がなされたときは、当該免除対象者から提出があったものとみなすことがで

きる。

　（免除の取消し）

第�５条　市長は、免除対象者が虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税等の免除を

受けたことが判明したときは、直ちにその者に係る当該免除を取り消すものとする。

　（委任）

第�６条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行し、事業の認可後の固定資産税等から適用する。

　（提案理由）

　八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業の推進のため、当該事業に係る固定資産税等の

課税免除の特例に関し必要な事項を定めようとするものである。
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奈良市議案第８号

和解及び損害賠償の額の決定について

　令和５年１２月１日午前９時１５分頃、奈良市鶴舞東町地内において発生した、市道の

高さ制限表示の誤りにより、走行していた相手方のトラックのリヤドアフレームが損傷し

た事故について、相手方から損害賠償の請求があった。

　本件については、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

　　令和６年２月２９日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　損害賠償の額　　１，１９７，０００円
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